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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第209期

第３四半期
連結累計期間

第210期
第３四半期
連結累計期間

第209期

会計期間
自平成28年４月１日
至平成28年12月31日

自平成29年４月１日
至平成29年12月31日

自平成28年４月１日
至平成29年３月31日

売上高 （百万円） 119,038 118,424 161,804

経常利益 （百万円） 4,401 4,797 6,579

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 2,740 3,197 3,588

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 7,387 8,447 9,232

純資産額 （百万円） 94,438 102,744 96,244

総資産額 （百万円） 184,069 188,140 181,529

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 12.09 14.14 15.84

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 49.7 52.8 51.2

 

回次
第209期

第３四半期
連結会計期間

第210期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自平成28年10月１日
至平成28年12月31日

自平成29年10月１日
至平成29年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 6.20 6.56

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高は、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）抜きで記載しております。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

 

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した事

業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

(1）業績の状況

当第３四半期連結累計期間（平成29年４月１日～平成29年12月31日）におけるわが国経済は、企業収益は高水準

を保ち、雇用・所得環境も改善傾向が続くなど、景気は緩やかながら回復基調で推移しました。一方、北朝鮮問題

や各地で相次ぐテロなど、地政学的リスクが高まりました。

このような環境下にあって当社グループは、２年目を迎えた中期経営計画「Advance'18」の基本方針である「収

益拡大に向けた事業変革」のもと、将来市場を見据えたマーケット志向型事業への転換を図り、高付加価値かつ高

収益ビジネスの追求、技術革新と新規事業創出などに注力しました。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は1,184億円（前年同期比0.5％減）、営業利益は41億９千万円

（同5.3％増）、経常利益は47億９千万円（同9.0％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は31億９千万円（同

16.7％増）となりました。

 

セグメントの業績は、次のとおりであります。

 

（繊維事業）

ユニフォーム分野は、需要の安定と付加価値商品の販売増加により堅調でした。

カジュアル分野は、国内販売が概ね堅調に推移したものの、原糸分野は、販売不振により低調に推移し、減収と

なりました。

海外子会社におきましては、東南アジアは順調に推移し、ブラジルも業績が回復基調にあり、増収となりまし

た。

この結果、売上高は478億円（前年同期比7.3％減）、営業利益は４億７千万円（同7.0％減）となりました。

 

（化成品事業）

自動車分野は、内装材向け軟質ウレタンフォームやフィルター向け不織布などが順調で、増収となりました。

機能樹脂分野は、文具向けフィルムなどが順調に推移し、半導体製造向け樹脂加工品も好調で、増収となりまし

た。

住宅建材分野は、外装用化粧材やエクステリア商品などが低調に推移し、減収となりました。

この結果、売上高は456億円（前年同期比5.7％増）となりましたが、原材料の高騰などコストアップにより営業

利益は15億４千万円（同6.0％減）となりました。

 

（環境メカトロニクス事業）

エレクトロニクス分野は、飲料容器の検査装置が低調に推移し、また半導体洗浄関連装置の大型案件が減少した

影響もありましたが、基板検査装置や液体成分濃度計などが順調で、増収となりました。

エンジニアリング分野は、バイオマス発電プラントの大型物件の完工により増収となりましたが、工事費用の増

加により利益面ではきびしい状況となりました。

バイオメディカル分野は、核酸自動分離装置が低調に推移し、減収となりました。

工作機械分野は、国内販売が順調に推移しましたが、海外は韓国や中国向けが低調で、売上高は前年同期並みと

なりました。

この結果、売上高は139億円（前年同期比6.1％増）、営業利益は１億７千万円（前年同期は営業損失２億５千万

円）となりました。
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（食品・サービス事業）

食品分野は、健康食品向け製品が低調に推移しましたが、即席めん具材及びスープ市場向け製品が好調で、増収

となりました。

ホテル分野は、宿泊部門は堅調に推移しましたが、ゴルフ練習場の閉鎖の影響などにより、減収となりました。

この結果、売上高は77億円（前年同期比1.6％減）、営業利益は８億４千万円（同0.4％減）となりました。

 

（不動産事業）

賃貸事業の推進に注力しましたが、売上高は32億円（前年同期比0.1％減）となり、修繕費などのコスト増の影

響により営業利益は22億６千万円（同4.3％減）となりました。

 

(2）経営方針・経営戦略等

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

（株式会社の支配に関する基本方針）

①基本方針の内容

当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定

の者による当社株式等の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・

向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には当社株式等の大規

模買付提案に応じるか否かは株主の決定に委ねられるべきだと考えております。

ただし、当社株式等の大規模買付提案のなかには、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けるこ

とができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるもの

や、当社グループの価値を十分に反映しているとはいえないもの、あるいは株主が最終的な決定をされるために

必要な情報が十分に提供されないものもありえます。

そのような提案に対して、当社取締役会は、株主から負託された者の責務として、株主のために、必要な時間

や情報の確保、提案者との交渉などを行う必要があると考えております。

 

②基本方針の実現に資する取組み

当社グループでは、当社グループがすべてのステークホルダーから存在価値を認められ、さらに、信頼感が持

てる企業、安心感を与える企業として支持されることにより、企業価値の向上及びステークホルダーとの共同利

益の確保ができるものと考え、次の取組みを実施しております。

 

（中期経営計画の実施）

「Advance'18」では、「収益拡大に向けた事業変革」を基本方針に、重点施策として以下の６項目を掲げてお

ります。

・事業環境の変化に対応した海外ビジネスの拡大・強化と国内ビジネスの再構築

・将来市場を見据えたマーケット志向型事業への転換

・高付加価値かつ高収益ビジネスの追求

・技術革新と新規事業創出

・次世代リーダーの確保と育成

・信頼される企業づくり

以上の重点施策を実施することにより、事業環境の変化にもフレキシブルに対応できる事業基盤を構築すると

ともに、常に時代に先駆けるというマインドを高く持ちながら、当中期経営計画を推進してまいります。

 

（株主への利益還元）

当社では、株主に対する配当が、企業の最重要課題の一つであるとの認識に立ち、継続的・安定的な利益還元

を基本としております。従いまして、今後も株主に、安心して当社株式を保有し続けていただけるよう、強固な

財務体質の構築・維持及び一層の収益拡大に努力し、配当の向上に努めてまいります。
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また、取締役会の決議による自己株式の取得も株主への利益還元のための方策として、また機動的な資本政策

の一環としても有効と考えており、当社財務及び市場の状況を総合的に判断のうえ実施いたしたいと考えており

ます。

 

（社会的責任の遂行）

当社グループは、社会的責任遂行のための行動指針「クラボウグループ倫理綱領」に則り、クラボウＣＳＲ委

員会のもと、環境への配慮、法令・ルールの遵守など誠実かつ公正な企業活動を行うとともに、豊かで健康的な

生活環境づくりを目指して、独創的で真に価値のある商品・情報・サービスを提供してまいります。

 

（コーポレート・ガバナンスの強化）

当社は、平成28年６月29日開催の定時株主総会での株主の承認を得て、監査等委員会設置会社へ移行しており

ます。社外取締役３名及び社内取締役１名の計４名の取締役が監査等委員となり、これにより経営の透明性の向

上及び取締役会の監督機能の強化を図りました。

 

③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取

組み

当社は、当社株式等に対する大規模買付等がなされた際に、当該大規模買付等に応じるべきか否かを株主が判

断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主のために買付者と交渉

を行うこと等を可能とすることにより、当社グループの企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという

目的のもと、平成28年５月９日開催の取締役会において、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防

衛策、以下「本プラン」という。）を導入いたしました。また、同年６月29日開催の定時株主総会において、本

プランに対する株主の承認も得ております。

本プランは、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを定めるとともに、一定の場

合には当社が新株予約権の発行等の対抗措置をとることによって、大規模買付行為を行おうとする者に損害が発

生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社グループの企業価値ひいては

株主共同の利益に資さない大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものであります。

 

④上記③の取組みが、上記①の基本方針に従い、当社の株主の共同の利益を損なうものでなく、当社の役員の地位

の維持を目的とするものではないこと及びその理由

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向

上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開

示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）をすべて充足しております。

 

本プランの有効期間は、平成31年６月開催予定の定時株主総会終結の時までとしていますが、当該有効期間の

満了前であっても、当社の株主総会において本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランは当該決議に

従い、その時点で廃止されます。

また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合

にも、本プランはその時点で廃止されるものとなっております。

対抗措置の発動等にあたっては、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、当社社外取締役又は社外の有識

者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士もしくは学識経験者又はこれらに準じる者）で、

当社の業務を執行する経営陣から独立した者のみで構成される独立委員会の勧告を最大限尊重するとともに、株

主及び投資家に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしております。

従って、本プランは、当社グループの企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入したもので

あり、当社の役員の地位の維持を目的とするものではありません。

 

(4）研究開発活動

当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、1,506百万円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 977,011,000

計 977,011,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成29年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成30年２月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 242,939,284 242,939,284
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

1,000株

計 242,939,284 242,939,284 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（千株）

発行済株式総
数残高

（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成29年10月１日～

平成29年12月31日
－ 242,939 － 22,040 － 15,255

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成29年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

 

①【発行済株式】

平成29年12月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）

普通株式  16,577,000
－ 単元株式数1,000株

（相互保有株式）

普通株式     182,000
－ 同上

完全議決権株式（その他） 普通株式 224,654,000 224,654 同上

単元未満株式 普通株式   1,526,284 －
１単元（1,000株）未

満の株式

発行済株式総数 242,939,284 － －

総株主の議決権 － 224,654 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が9,000株（議決権９個）含まれており

ます。

 

②【自己株式等】

平成29年12月31日現在
 

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）      

倉敷紡績株式会社

大阪市中央区久太

郎町二丁目４番31

号

16,577,000 － 16,577,000 6.82

（相互保有株式）      

株式会社アラミス
大阪市中央区博労

町二丁目５－16
182,000 － 182,000 0.07

計 － 16,759,000 － 16,759,000 6.89

（注）株主名簿上は当社名義となっていますが、実質的に所有していない株式が1,000株（議決権１個）あります。

なお、当該株式は、上記①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の欄に含めております。

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成29年10月１日から

平成29年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,622 22,233

受取手形及び売掛金 39,018 36,693

有価証券 209 498

商品及び製品 10,377 10,155

仕掛品 8,902 7,443

原材料及び貯蔵品 4,841 5,150

その他 4,263 3,985

貸倒引当金 △271 △236

流動資産合計 84,964 85,923

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 24,597 24,012

その他（純額） 27,146 26,967

有形固定資産合計 51,744 50,979

無形固定資産 668 609

投資その他の資産   

投資有価証券 40,308 48,288

その他 4,703 3,211

貸倒引当金 △859 △873

投資その他の資産合計 44,151 50,627

固定資産合計 96,564 102,217

資産合計 181,529 188,140

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 20,831 22,154

短期借入金 18,828 20,060

未払法人税等 1,347 512

賞与引当金 1,370 567

その他 9,776 8,580

流動負債合計 52,154 51,875

固定負債   

長期借入金 3,567 2,753

役員退職慰労引当金 160 134

退職給付に係る負債 11,456 11,497

その他 17,945 19,135

固定負債合計 33,129 33,521

負債合計 85,284 85,396
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29年12月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 22,040 22,040

資本剰余金 17,407 17,407

利益剰余金 50,963 53,028

自己株式 △3,051 △3,822

株主資本合計 87,360 88,654

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 13,935 18,667

繰延ヘッジ損益 76 11

為替換算調整勘定 △7,876 △7,668

退職給付に係る調整累計額 △534 △369

その他の包括利益累計額合計 5,601 10,641

非支配株主持分 3,282 3,449

純資産合計 96,244 102,744

負債純資産合計 181,529 188,140
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年12月31日)

売上高 119,038 118,424

売上原価 99,134 98,507

売上総利益 19,904 19,917

販売費及び一般管理費 15,919 15,721

営業利益 3,984 4,195

営業外収益   

受取利息 60 39

受取配当金 741 842

持分法による投資利益 36 0

その他 416 330

営業外収益合計 1,254 1,212

営業外費用   

支払利息 340 270

その他 496 340

営業外費用合計 836 611

経常利益 4,401 4,797

特別利益   

関係会社株式売却益 － 106

投資有価証券売却益 － 64

固定資産売却益 － 45

特別利益合計 － 216

特別損失   

固定資産処分損 － 118

退職給付信託の一部返還に伴う影響額 － 51

投資有価証券売却損 － 41

減損損失 262 －

事務所移転費用 104 －

特別損失合計 367 211

税金等調整前四半期純利益 4,034 4,802

法人税等 1,189 1,504

四半期純利益 2,844 3,298

非支配株主に帰属する四半期純利益 104 100

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,740 3,197
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年12月31日)

四半期純利益 2,844 3,298

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 5,052 4,730

繰延ヘッジ損益 421 △65

為替換算調整勘定 △1,235 296

退職給付に係る調整額 366 164

持分法適用会社に対する持分相当額 △62 22

その他の包括利益合計 4,542 5,149

四半期包括利益 7,387 8,447

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 7,722 8,236

非支配株主に係る四半期包括利益 △334 210
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【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益（損失）に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実

効税率を使用する方法によっております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

保証債務

次の法人について金融機関等からの借入金に対し、債務保証を行っております。

前連結会計年度
（平成29年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（平成29年12月31日）

社会福祉法人石井記念愛染園

（連帯保証）
1,019百万円

社会福祉法人石井記念愛染園

（連帯保証）
920百万円

㈱アクラベニタマ 196 ㈱アクラベニタマ 197

計 1,215 計 1,118

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりでありま

す。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日）

減価償却費 3,671百万円 3,655百万円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月29日

定時株主総会
普通株式 1,133 ５ 平成28年３月31日 平成28年６月30日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年12月31日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月29日

定時株主総会
普通株式 1,133 ５ 平成29年３月31日 平成29年６月30日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

       （単位：百万円）

 報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

 繊維事業
化成品
事業

環境メカ
トロニク
ス事業

食品・サー
ビス事業

不動産
事業

計

売上高         

外部顧客への
売上高

51,564 43,162 13,133 7,884 3,293 119,038 － 119,038

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

92 9 84 33 331 551 △551 －

計 51,656 43,171 13,218 7,918 3,625 119,589 △551 119,038

セグメント利益
又は損失（△）

515 1,644 △254 852 2,368 5,126 △1,142 3,984

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額△1,142百万円には、全社費用△1,144百万円及びその他の調整額

１百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない研究開発費でありま

す。

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する事項

（固定資産に係る重要な減損損失）

       （単位：百万円）

 繊維事業
化成品
事業

環境メカ
トロニク
ス事業

食品・サー
ビス事業

不動産
事業

計 調整額 合計

減損損失 － － － － 262 262 － 262

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

       （単位：百万円）

 報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

 繊維事業
化成品
事業

環境メカ
トロニク
ス事業

食品・サー
ビス事業

不動産
事業

計

売上高         

外部顧客への
売上高

47,814 45,635 13,928 7,756 3,290 118,424 － 118,424

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

31 19 160 30 264 505 △505 －

計 47,845 45,654 14,088 7,787 3,554 118,930 △505 118,424

セグメント利益 479 1,545 178 849 2,267 5,320 △1,124 4,195

（注）１．セグメント利益の調整額△1,124百万円には、全社費用△1,128百万円及びその他の調整額３百万円

が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない研究開発費であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する事項

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 12円09銭 14円14銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万

円）
2,740 3,197

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利

益金額（百万円）
2,740 3,197

普通株式の期中平均株式数（千株） 226,635 226,213

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成30年２月14日

倉敷紡績株式会社

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 西原　健二　　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 仲下　寛司　　印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている倉敷紡績株式会

社の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成29年10月１日から平成

29年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年12月31日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、倉敷紡績株式会社及び連結子会社の平成29年12月31日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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